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第１章 健康がまごおり２１計画とは 

 

１ 計画策定の趣旨 

わが国では、基本的な法制度の整備や仕組みの構築、多様な主体による予防・健康づ

くり、データヘルス・ＩＣＴの利活用、社会環境整備、ナッジ 1 やインセンティブ 2 と

いった、新しい要素を取り入れた活動の成果により、健康寿命は着実に延伸してきまし

た。その一方で、特に生活習慣に関連する指標で悪化がみられ、また一部の性・年齢階

級別で悪化している指標があるといった課題が指摘されています。加えて、今後、人口

動態や就労状況の変化、あらゆる分野でのデジタルトランスフォーメーション（DX）の

加速など社会変化が予想されています。 

これらの状況を踏まえ、国においては、令和６年度より健康日本２１（第３次）が開

始され、「全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現」というビ

ジョンの実現のために、誰一人取り残さない健康づくりの展開、より実効性をもつ取組

の推進を行うこととされています。また、ビジョン実現のため、基本的な方向を①健康

寿命の延伸・健康格差の縮小、②個人の行動と健康状態の改善、③社会環境の質の向上、

④ライフコースアプローチを踏まえた健康づくりの４つとすることとされています。 

蒲郡市では、健康増進法に基づく市町村健康増進計画として、平成 16 年度から平成

25 年度の 10 年間を計画期間とする「健康がまごおり 21 計画」及び平成 26 年度から

令和６年度の 11 年間を計画期間とする「健康がまごおり 21（第 2 次計画）」（以下、

「第２次計画」という。）を策定し、「健康寿命の延伸と健康格差の縮小」を最終目標と

し、市民の健康づくりを進めてきました。第２次計画の最終評価において、分野別の指

標では、6 割弱の指標で策定時より改善していましたが、約 4 割の指標で「変化なし」

「策定時よりも悪化」という結果でした。 

このような背景より、本市においても、健康で心豊かに生活できる持続可能な社会を

めざし、健康寿命の延伸及び生活の質の向上を図ります。また、すべてのこどもが健や

かに成長できる社会の実現のため、安心してこどもを産み、ゆとりをもって子育てでき

るよう、母子保健計画と一体的に策定し、母子保健の充実を図ります。さらに、本計画

では「健康」を軸とした、これまでの健康施策の取り組みのさらなる充実はもちろんの

こと、健康格差縮小のため、「幸福」を軸として健康を高め、蒲郡市に関わるすべての人々

がウェルビーイングを実感できるまちを目指します。  
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２ 計画の位置づけ 

 健康がまごおり 21（第 3 次計画）は、健康増進法に基づく市町村健康増進計画とし

て策定します。国の「二十一世紀における第三次国民健康づくり運動（健康日本 21（第

三次））」及び母子保健分野での成育医療等基本方針による計画策定指針に基づく「母子

保健計画（健やか親子 21）」、県の「第 3 期健康日本 21 あいち計画」及び「あいちはぐ

みんプラン」の方向性を踏まえて策定します。 

 また、本計画では、「第 5 次蒲郡市総合計画」と並ぶ上位計画に位置付け、関連する本

市の他計画とも連携し、健康に関する各種取り組みの一層の推進を図ります。 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 「ナッジ」とは「ひじで軽く突く」という意味。行動経済学上、対象者に選択の余地を残しながらも、

より良い方向に誘導する方法。 
2 目標の達成度等の取組の成果等に応じた配分を行うことで、意欲を引き出すための仕組み。 

  

蒲郡市総合計画 

健康がまごおり２１ 第 3 次計画 

●健康日本 21（第三次） 

●成育医療等基本方針 

 

第 3期健康日本 21あいち計画 

あいちはぐみんプラン  

国 蒲郡市 

愛知県 

蒲郡市国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス計画） 

蒲郡市特定健康診査等実施計画 

関連計画 

その他関連計画 

蒲郡市教育振興基本計画 

蒲郡市障害福祉計画・障害児等福祉計画 

蒲郡市食育推進計画 

蒲郡市高齢者福祉計画 

蒲郡市まち・ひと・しごと総合戦略 

蒲郡市自殺対策計画 

蒲郡市都市計画マスタープラン 

蒲郡市スポーツ推進計画 

蒲郡市イネーブリングシティ基本計画 

蒲郡市こども総合計画 
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３ 計画の期間 

 本計画の期間は、令和 7(2025)年度から令和 18(2036)年度までの 12 年間とし、計

画開始後 6 年となる令和 12 年度に、中間評価を実施します。なお、計画の実現のため

に、社会情勢の変化等を踏まえ、計画の期間内であっても必要に応じて見直しを行う場

合があります。 

 

年度 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

(国)健康日本 21 

  

(県)健康日本 21

あいち計画 

  

本計画 

（健康がまごおり 21

計画）   

   

 

４ 取り組みの方向性 

 市の健康課題を解決するために、第 2 次計画での成果や課題をもとに、各分野におい

て目標や具体的に取り組むべき行動を設定します。また、第 3 次計画では、母子保健の

推進のために、新たに「次世代を見据えた健康づくり」を項目に加え、こどもたちが健

やかに成長でき、子育てしやすい環境づくりを進めます。さらに、「幸福」を軸として

健康を高め、すべての人々がウェルビーイングを実感できるまちづくりの推進を盛り込

んでいきます。 

  

健康日本２１（第３次） （令和６年度～17 年度）  次期計画 

中間 
評価 

最終 
評価 

第３期健康日本２１あいち計画（令和 6 年度～17 年度）  次期計画 

健康がまごおり２１ 第３次計画（令和 7 年度～18 年度） 

中間 
評価 
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【持続可能な開発目標（SDGs）との関連について】 

 「持続可能な開発目標」（Sustainable Development Goals、SDGs）とは、2015 年（平成

27 年）9 月の国連サミットで、2030 年（令和 12 年）までの持続可能でよりよい世界を目指す

国際目標として採択されたものです。「誰一人として取り残さない」ことを基本理念として掲げ

ており、17 のゴールと 169 のターゲットから構成されています。SDGs の達成には、国、自治

体、民間企業、市民等の様々な取り組みが必要です。 

 本市では、令和２年２月に「蒲郡市 SDGs 推進方針」を定め、目標に寄与する取り組みを着実

に進めるために、市政の推進において SDGs の要素を組み込むこととしています。本計画の推

進を図ることで、次の９つの目標の達成を目指します。 
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第2章 蒲郡市の現状 

 

１ 人口 

（１）人口と世帯数の推移 

 本市の人口は、昭和 60 年（1985 年）をピークに緩やかに減少しています。令和 5 年

には 78,199 人となり、令和 17 年 71,995 人まで減少する推定となっています。 

一方、世帯数は年々増加しており、令和 2 年度国勢調査によると 30,970 世帯となっ

ています。 

 
資料：人口…平成 17 年から令和 5 年までは住民基本台帳人口（10 月 1 日）、推定値は国立社会保障・人口問題研究所資料 世帯数…国勢調査  

                              

（２）年齢区分別人口割合の推移 

年齢区分別人口を見ると、老年人口割合の上昇と年少人口割合の低下がみられます。

令和５年（2023 年）の老年人口 30％、年少人口 11.6％ですが、令和 17 年では老年人

口 33.5％、年少人口 10.2％と、更に少子化と高齢化が進む推定となっています。 

 
   資料：平成 22 年から令和 5 年までは住民基本台帳人口（10 月 1 日）、推定値は国立社会保障・人口問題研究所資料 
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81,404 

79,762 
78,199 77,404 

74,777 

71,995 

27,644 28,864 29,950 30,970 
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（３）地区別の年齢区分別人口割合 

地区別では、市の中心部から離れるにつれて高齢化率が高い傾向がみられます。 

 
資料：蒲郡市第 10 期高齢者福祉計画  

 

（４）高齢化率の推移 

高齢化率は年々高くなっており、県及び国の平均よりも高い水準となっています。 

 
資料：蒲郡市・愛知県…あいちの人口 国…総務省統計局人口推計  
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蒲郡市 愛知県 国

（令和４年 10 月 1 日） 
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（５）平均寿命と健康寿命３の推移 

健康寿命は平成 27 年から令和１年までの５年間で、女性が 0.73 歳、男性が 1.09 歳

延びています。 

 
資料：厚生労働省研究班「健康寿命の算出方法の指針：健康寿命の算定プログラム」 

 

 
資料：厚生労働省研究班「健康寿命の算出方法の指針：健康寿命の算定プログラム」 

 
 

３ 健康寿命の指標には以下の３つがあり、国や愛知県においては①の方法で算出していますが、本市では③の方法で算出をしています（市区町村単位では国

や県と同じ基準で算出することができないため）。 

①「日常生活に制限のない期間の平均」 
②「自分が健康であると自覚している期間の平均」 

③「日常生活動作が自立している期間の平均」 
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２ 出生 

（１）出生数と出生率   

 出生数は、令和５年は 431 人で、平成 26 年比較すると 139 人減少しました。令和

５年の出生率は 5.５％で国、県と比べても低くなっています。 

 

資料：人口動態統計、愛知県衛生年報 

 

（２）合計特殊出生率４  

 合計特殊出生率は、年々減少傾向にあり、国、県と比べても低くなっています。 

 
                              資料：人口動態統計 

 

４ 合計特殊出生率は出産可能年齢（15~49 歳）の女性に限定し、年齢ごとの出生率を足し合わせ、一人の女性が生涯、何人のこどもを産むのか推計したもの。

現在の人口を維持できる合計特殊出生率の目安を人口置換水準と言い、日本においてはおおむね 2.07 となっています。 
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（３）体重別低出生体重児の割合 

全出生児のうち 2,500g 以下の者は約１割あり、そのうち 2,000～2,500g の者が 8

割を占めています。 

 
※令和 5 年の愛知県の割合は公表前 

資料：愛知県衛生年報 
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３ 死亡 

（１）性・年齢別死亡数 

性・年齢別の死亡者の状況では、平成 22 年度（第 2 次計画策定時）と比較して、令

和 4 年度には、男女とも 80 歳代以降で人数が多くなっており、男性では年齢のピーク

が高齢側に移動しています。 

  
資料：愛知県衛生年報  

（２）主要死因別死亡数・率（人口 10 万対） 

悪性新生物・老衰・肺炎・不慮の事故・腎不全・肝疾患・糖尿病の割合が、県・国に

比べ多くなっています。本市では高齢化の影響で老衰が増加しており、悪性新生物・腎

不全が増加傾向です。 

年度 R2 R3 R4 

 蒲郡市 蒲郡市 蒲郡市 愛知県 全国 

総数 936 940 1,066 81,183 1,568,961 

 実人数（率） 実人数（率） 実人数（率） 率 率 

悪性新生物 279（350.8) 260（328.4）   284（364.2） 284.1 316.1 

老衰 104（130.8） 127（160.4）   143（183.4） 147.7 147.1 

心疾患 85（106.9） 100（126.3）   114（146.2） 132.5 190.8 

脳血管疾患 64（80.5） 68（85.9）    62（79.5）  69.4  88.1 

肺炎 54（67.9） 47（59.4）     54（69.3）  44.9  60.6 

不慮の事故 35（44.0） 32（40.4）     36（46.2）  29.6  35.5 

腎不全 26（32.7） 24（30.3）     25（32.1）  20.2  25.2 

肝疾患 16（20.1） 11（13.9）     20（25.7）  12.8  15.5 

糖尿病 11（13.8） 9（11.4）     14（18.0）   8.3  13.0 

自殺 8（10.1） 11（13.9）     6（7.7）  15.8  17.4 

その他 254（319.7） 251（305.6） 308（395.0） 357.9 376.4 

資料：愛知県衛生年報、厚生労働省人口動態月報年計の概況 
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４ 介護  

（１）要介護・要支援者の推移  

本市の令和５年（2023 年）の要介護・要支援認定者数は 4,025 人と、平成 30 年

（2018 年）の 3,596 人から 429 人増加しています。 

要介護度別の割合をみると、各年とも要介護１が最も高くなっており、令和５年

（2023 年）の軽度者（要支援１、２及び要介護１）の割合は 56.8％と、５割以上を占

めています。 

 

資料：介護保険事業状況報告月報（各年９月末） 

 

（２）要介護・要支援者の率（年齢区分別） 

令和４年（2022 年）の年齢区分別認定率をみると、80～84 歳では 22.0％、85～89

歳では 40.9％、90 歳以上では 69.7％と、85 歳以上から高くなる傾向にあります。 

 

資料：介護保険事業状況報告月報 
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（３）介護保険新規申請の原因疾患 

本市の令和４年度（2022 年度）の介護保険新規申請の主な原因疾患は、「認知症」の割

合が最も高く、65 歳以上では 25.9％、75 歳以上では 27.3％となっています。 

■介護保険申請の主な原因疾患割合（65 歳以上） 

 
資料：蒲郡市長寿課 

 

 

■介護保険申請の主な原因疾患割合（65～74 歳） 

 

資料：蒲郡市長寿課 

 

■介護保険申請の主な原因疾患割合（75 歳以上） 

 
資料：蒲郡市長寿課 
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５ 医療費等の状況                   

（１）蒲郡市国民健康保険医療給付費の年次推移 

 令和 5 年度「1 人当たり医療費」は、27,514 円で、経年的に増加傾向がみられ、県

より高い状況です。令和 5 年度「総医療費」49.18 億円、そのうち「生活習慣病（10 疾

病）」は 8.03 億円です。「生活習慣病（10 疾病）」は、年々減少しています。 

 
資料：AI Cube 

（２）1 人当たり医療費 

令和５年度「1 人当たり医療費（入院）」は、県より高い状況です。「1 人当たり医療

費（歯科）」は、県、国より高い状況です。 

 
資料：AI Cube 
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（３）国民健康保険医療費の割合 

国民健康保険医療費の割合は、県と比較して糖尿病、高血圧症、慢性腎臓病で高くなっ

ています。 

資料：国保データベース（KDB）システム 

 

（４）国民健康保険被保険者の生活習慣病の保有割合 

 男性では、高血圧症、脂質異常症、筋・骨格の順で高く、女性では、筋・骨格、高血

圧症、脂質異常症の順で高くなっています。県と比較して、男女とも糖尿病、高血圧症、

脂質異常症において保有割合が高くなっています。 
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（５）人工透析 

ア 国民健康保険 

令和５年度の「10 万人当たり人工透析患者数」は 226 人、「10 万人当たり新規人工

透析患者数」は 75 人で、県より高くなっています。 

 
資料：AI Cube 

 イ 後期高齢者 

令和５年度の「10 万人当たり人工透析患者数」は 1,184 人、令和 5 年度「10 万人

当たり新規人工透析患者数」は 285 人で、県より高くなっています。 

 
資料：AI Cube 
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 ウ 愛知県内の透析患者割合（市町村別） 

 人口 1 万人対比の透析患者人数は、県内 4 位と高い状況です。 

 

資料：愛知県腎臓財団 透析患者実態調査 

 

  

（2024 年 1 月 1 日現在） 
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６ 生活習慣病 

（１）国民健康保険特定健診受診率 

 受診率は令和２年度より上昇傾向です。県と比較すると、男女とも低い状況です。 

 
資料：特定健診・特定保健指導実施結果法定報告 

 

（２）地区別の国民健康保険特定健診受診率 

 地区別でみると、形原地区、西浦地区の順に受診率が低くなっています。 

 
資料：国保データベース（KDB）システム 
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（３）地区別の状況（血糖値、収縮期血圧） 

・血糖値（HbA1c） 

HbA1c5.6％以上の者の割合は、西浦地区で 86.0％と最も高くなっています。 

 

 
資料：国保データベース（KDB）システム 

 

 

・収縮期血圧 

収縮期血圧 130mmHg 以上の者の割合は、大塚地区で 56.2％と最も高くなっていま

す。 

 
資料：国保データベース（KDB）システム 
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（４）メタボリックシンドローム該当者・予備群 

 男性では緩やかに上昇傾向にあり、女性は横ばいです。男女ともに県平均より高い割

合で推移しています。 

資料：特定健診・特定保健指導情報データを活用した分析・評価 

 

 

（５）肥満 

 男性では緩やかに上昇傾向にあり、女性は横ばいです。男女ともに県平均より高い割

合で推移しています。 

 
資料：特定健診・特定保健指導情報データを活用した分析・評価 
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（６）高血圧該当者（メタボリックシンドローム判定基準による）の割合 

男女とも横ばいだが、県平均より高い状況です。 

 
資料：特定健診・特定保健指導情報データを活用した分析・評価 

 

 

（７）脂質異常該当者（メタボリックシンドローム判定基準による）の割合 

男女とも横ばいで、県平均と同程度で推移しています。 

 
資料：特定健診・特定保健指導情報データを活用した分析・評価 
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（８）高血糖の状況 

 ●年齢別の状況 

ア 中学生 

中学１年生では HbA1c5.6％以上の割合が 20～30％の状況です。 

 
資料：中学 1 年生血液検査 

 

イ ヤングエイジ健診対象者（20～39 歳） 

男性では 30 代、女性では 20 代後半から HbA1c 6.0％以上の割合が増加し

ています。 

 
                     資料：ヤングエイジ健診 
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資料：ヤングエイジ健診 

 

 

ウ 特定健診対象者（40～74 歳） 

男女とも横ばいですが、県平均より高い状況です。 

 
資料：特定健診・特定保健指導情報データを活用した分析・評価 
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愛知県（男） 蒲郡市（男） 愛知県（女） 蒲郡市（女）

（令和５年度） 



23 

 

エ 国民健康保険特定健診結果の非肥満高血糖の割合 

県や国と比べて、10%以上高い状況です。 

 
資料：国保データベース（KDB）システム 

 

 

（９）生活習慣の状況 

ア 朝ごはん 

 「ふだん朝ごはんを食べる者」の割合について、年齢が高いほどほぼ毎日食べている

者の割合が高くなっています。また、高校生から３０歳代は朝ごはんを欠食する者が多

くなっています。 

 
  資料：令和４年食育アンケート調査（第４次蒲郡市食育推進計画） 
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8.6 8.9
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蒲郡市 愛知県 国

非肥満高血糖

81.3

70.5

65

64.4

73.8

76.6

85.6

93.8

89.3

5.3

11.8

17.5

5.5

8.8

5.6

4.8
0.7

4.8

3.9

6.9

8.2

5

5.6

4.8

2.1

1.2

8.7

8.6

17.5

21.9

12.5

11.2

4.8

2.1

3.6

0.2

2.2

1.2

0.6

0.9

1.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

全体

高校生

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

80歳代

（％）

ふだん朝ごはんを食べる人の割合

ほぼ毎日 週に4～5日 週に2～3日 ほとんどない わからない 無回答

（令和４年度） 

（令和５年度） 
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イ 間食 

「朝昼夕の３食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取する者」の割合は、どの年代で

も、女性に多く、男女とも県より高い状況で推移しています。 

 
資料：特定健診・特定保健指導情報データを活用した分析・評価 

 

 

ウ 身体活動 

「日常生活において歩行又は同等の身体活動を 1 日 1 時間以上実施している者」の

割合は、男女とも県より低い状況で推移しています。 

40 歳代では、男性より女性のほうが低い状況です。 

 

資料：特定健診・特定保健指導情報データを活用した分析・評価 
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（令和３年度） 

（令和３年度） 
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エ 睡眠 

「睡眠で休養が十分取れている者」の割合は県とほぼ同じです。40 歳代女性は県より

高く、50 歳代女性は他の年代や男性と比べて低い状況です。 

 
資料：特定健診・特定保健指導情報データを活用した分析・評価 

 

（１０）健康に影響を及ぼすと考える因子の割合 

「あなたの健康にとって最もリスクとなることはどれだと考えるか」の割合は、「ス

トレス」の割合が最も高く、次いで「運動不足」、「食生活」の割合が高くなっていま

す。 

 
資料：蒲郡市市民意識アンケート調査 
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61.56
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（％） 睡眠で休養が取れている者の割合

愛知県（男） 蒲郡市（男） 愛知県（女） 蒲郡市（女）

1.1

7.5

34.3

27.7

8.4

14.3

13.9

22

63.9

25.5

15.3

58.6

49
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その他

医療事故

加齢や遺伝

災害や交通事故といった不慮の事故

食中毒等の食品汚染
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インフルエンザ等の感染症
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お酒

運動不足

食生活

（％）

健康にとって、最もリスクとなると考えること （令和４年度） 

（令和３年度） 
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（１１）健康増進に取り組んでいる市民の割合 

「あなたは日ごろから健康増進に取り組んでいる」の割合は、やや増加傾向です。 

 
資料：蒲郡市市民意識アンケート調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2

9.1

6.4

39.0 

38.6

37.5

40.4

42.5

44.3

9.1

7.7

9.8

2.4
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1.9
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令和４年調査
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平成３０年調査

日ごろから健康増進に取り組んでいる

積極的に取り組んでいる 取り組んでいる あまり取り組んでいない

全く取り組んでいない 無回答

（％） 

（令和４年度） 
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（１２）がん検診受診率 

がん検診の受診率は、いずれのがん検診も令和 2 年にコロナ禍の影響により、受診率

が低下しました。その後、やや上昇していますが、目標値には達していません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：地域保健・健康増進事業報告 
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７ 母子保健 

（１）出産時の母の年齢・不妊治療を行い妊娠した妊婦の割合 

２４歳以下の出産が減少し３５歳以上の出産が増加傾向にあります。また、不妊治

療を行い妊娠した妊婦の割合は増加傾向にあります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  資料：愛知県衛生年報           資料：妊娠届出書   

 

（２）妊娠・出産について満足している保護者の割合 

  「産後、退院してからの１か月程度、助産師や保健師等からの指導・ケアは十分

受けることができましたか」に「はい」と回答した保護者の割合は、県と比べて低く

なっています。 

資料：母子健康診査マニュアル 
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（３）ゆったりとした気分でこどもと過ごせる時間のある保護者の割合 

ゆったりとした気分でこどもと過ごせる時間のある保護者の割合は、年齢が上がる

につれて減少しています。 

資料：母子保健事業の実施状況等調査  

 

（４）子育ての相談相手がいる保護者の割合 

子育ての相談相手がいる保護者の割合は、どの年代でも県より低くなっています。 

資料：母子健康診査マニュアル  
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（５）この地域で今後も子育てしていきたいと思う保護者の割合 

県や国と同じように大きな変化はなく推移しています。 

 

（６）就寝時間 

就寝時間が 22 時以降の児の割合は、1 歳 8 か月児健診、3 歳児健診とも県より高

い傾向にあります。また、年齢が上がると就寝時間も遅くなる傾向にあます。 

資料：母子健康診査マニュアル  
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第3章 健康がまごおり２１計画（第２次）の最終評価および課題 

１ 健康がまごおり２１計画（第２次）の最終評価 

 

指標の目標達成状況 

 健康がまごおり２１第２次計画で掲げた指標について、計画策定時の数値と直近の

数値を比較し、目標達成状況を評価しました。目標値については、中間評価時に設定

した数値を活用しています。 

 全 74 指標（重複含む）のうち、「A：目標を達成」が 11 指標（14.9％）、「B：策定

時より改善」が 32 指標（43.2％）、「C:変化なし」が 4 指標（5.4％）、「D：策定時よ

り悪化」が 26 指標（35.1％）、「E:判定不能」が 1 指標となりました。 

 

 

※判定基準 

  達成率（※） 判定区分 
目標を達成 100％以上 Ａ 
策定時より改善 10％以上 100％未満 Ｂ 
変化なし -10％以上 10％未満 Ｃ 
策定時より悪化 -10％未満 Ｄ 
判定不能 - Ｅ 

 

 

A

14.9%

B

43.2%

C

5.4%

D

35.1%

E

1.4%

A B C D E

               直近値 － ベースライン値 
※達成率（％） ＝ ―――――――――――― × １００ 
               目標値 － ベースライン値 
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目標達成状況 

推進施策 指標数 

目標達成状況 

A 

目標を
達成 

  

B 

策定時
より 
改善 

C 

変化 
なし 

  

D 

策定時
より 
悪化 

E 

判定 
不能 

  

１－健康寿命の延伸と健康格差の縮小

（最終目標） 
9 3 3 0 2 1 

２－生活習慣病の発症予防と重症化予

防 
15 2 3 3 7 0 

３－各分野別の健康づ

くり  

①食生活 8 1 2 1 4 0 

②運動 9 0 5 0 4 0 

③こころ 3 1 2 0 0 0 

④たばこ 9 0 8 0 1 0 

⑤飲酒 3 1 1 0 1 0 

⑥歯の健康 4 1 2 0 1 0 

４－生涯を通じたすべ

てのライフステージに

おける健康づくり 

①高齢者の

健康づくり 
5 1 0 0 4 0 

②子どもの

健康づくり 
3 0 3 0 0 0 

５－地域社会で健康を支えあう環境の

整備と健康資源の活用 
6 1 3 0 2 0 

全体 

74 11 32 4 26 1 

100.0 

% 

14.9 

% 

43.2 

% 

5.4 

% 

35.1 

% 

1.4 

% 
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推進施策１：健康寿命の延伸と健康格差の縮小（最終目標） 

平均寿命及び健康寿命は男女ともに延伸し、健康に関する意識も男女ともに向上し

ており、最終目標のひとつである「健康寿命の延伸」は達成できたと考えます。 

 

推進施策２：生活習慣病の発症予防と重症化予防 

 特定保健指導終了率の増加、男性の保健事業参加者人数の増加、ヤングエイジ健診

受診者数の増加など、生活習慣改善のための行動面において改善が見られました。 

 一方で、内臓脂肪症候群該当者の増加、医療保険受診者糖尿病治療率の増加、

HbA1c7.0％以上の割合の増加など、生活習慣病の発症予防と重症化予防に関する項目

では、悪化が見られました。 

 

推進施策３：各分野別の健康づくり  

①食生活の分野では、肥満傾向にある小学生への保健指導人数や食育推進協力店は

増加しました。②運動の分野では、運動習慣者の割合、身体活動者の割合は男女とも

に増加し、改善が見られました。 

 しかしながら、内臓脂肪症候群該当者の増加、肥満者の割合の増加など、生活習慣

病のリスクを抱える方の割合が増加しました。 

 

推進施策４：生涯を通じたすべてのライフステージにおける健康づくり 

 ①高齢者の健康づくりでは、要介護２以上の認定率は減少しましたが、後期高齢者

健診受診者、BMI20 以下の高齢者の割合など、多くの指標で悪化が見られました。 

②子どもの健康づくりでは、肥満傾向にある小学生への保健指導人数、中学１年生

の脂質検査で異常者への保健指導人数等、いずれの指標においても改善しました。 

 

推進施策５：地域社会で健康を支えあう環境の整備と健康資源の活用 

 健康づくりいっしょにやろまい会、食生活改善推進員の会員数は増加しました。ま

た健康マイレージ、健康宣言・W チャレンジ宣言企業数も増加しました。 

  



34 

 

２ 現状と課題のまとめ 

 

＜人口動態の特徴＞ 

●総人口は減少基調が続いており、年少人口

および生産年齢人口が減少しています。 

●高齢化率は年々上昇し県内の市では６位、

特に後期高齢化率が高くなっています。 

●平均寿命及び健康寿命は男女ともに延伸

し、特に男性は健康寿命の方が延びていま

す。 

●死亡年齢のピークは、男女ともに高齢側に

移動しています。 

＜医療・介護の特徴＞ 

【蒲郡市国民健康保険】 

●１人当たりの医療費は増加傾向であり、県

平均よりも高いです。 

●疾患別の医療費は、「糖尿病」「高血圧」が

県より高い割合を占めています。 

●生活習慣病の保有割合では「糖尿病」「高

血圧」「高尿酸血症」が県より高い割合を

占めています。 

【介護】 

●要介護・要支援認定者数は年々増加してい

ます。要介護度別では、要介護１以下の割

合が半数以上となっています。 

●介護保険新規申請の原因は、前期高齢者で

は「がん」「認知症」「脳血管疾患」後期高

齢者では、「認知症」「関節疾患」「骨折」

が多くなっています。 

＜健診・健康づくりの特徴＞ 

●特定健診、後期高齢者健診の受診率が、県

平均よりも低い状況で推移しています。 

●がん検診の受診率は、全がんにおいて低

く、国・県の目標値にも到達していませ

ん。 

●特定健診の地区別での受診率の差は約 6％

あり、高血圧、高血糖の割合は地区別の差

が約 6～10％以上あります。 

●メタボリックシンドローム該当者および予

備群の割合は、男性が年々増加傾向にあ

り、男女ともに県平均より高い割合で推移

しています。 

●肥満者の割合は、男女ともに高い割合で推

移しています。 

●高血圧および高血糖の該当者の割合は、県

平均より高い割合で推移しています。 

●非肥満高血糖の割合が国県に比べ、２倍以

上高いです。 

●10万人当たり人工透析患者数は、県平均よ

りも高い状況で推移しており、県内第 4位

です。 

●朝ごはんを欠食する割合は、こどもや若年

層で高くなっています。 

●運動習慣のある者や身体活動量がある者は

男女ともに県平均より減少しています。 

●健康宣言事業所（協会けんぽ）の数は増加

しています。 

 

●特定健診やがん検診などの受診率向上に向けた取り組みを強化し、疾病・介護の予防につな

げていきます。 

●生活習慣病の発症予防・重症化予防の取り組みを進めていきます。 

●個人の行動と健康状態の改善に向けた取り組みを促すとともに、個人支援に留まらず、社会

環境づくりを推進していきます。 

●若年層への健康づくりの意識づけをするため、地域・職域等の関係機関と連携し、働き世代

への健康づくりを進めていきます。 

●つながりあえる地域をつくり、孤立・孤独を生まないように取り組みを進めていきます。 

●よりよい生活習慣を獲得するため、こどもの頃からの健康づくりに力を入れていきます。 

 

＜母子保健の特徴＞ 

●出産数は年々減少しており、出生率は国や県と比べ低い状況です。 

●低出生体重児の出生数は、出生率全体の約 1割を占めています。 

●就寝時間が 22時以降のこどもの割合は、１歳８か月児、３歳児ともに県平均より高い傾向に

あります。 

●子育ての相談相手がいる保護者の割合は、約 95％で県と比べて低い状況です。 

 

◎今後の推進のための対策 
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第４章 計画の基本的な考え方 

 

１ 基本理念 

 本市では、「第五次蒲郡市総合計画」（以下「総合計画」という。）において、「人と自

然の共生」「一人ひとりが主役」「安全・安心・快適」「つながる」の４つのまちづくりの

基本理念に基づき、本市の将来都市像「豊かな自然 一人ひとりが輝き つながりあう

まち ～君が愛する蒲郡～」を掲げ、持続可能なまちづくりを進めています。 

これまで、健康増進法に基づく市町村健康増進計画として、平成 16 年度から平成 25

年度の 10 年間を計画期間とする健康がまごおり 21 計画及び平成 26 年度から令和６

年度の 11 年間を計画期間とする健康がまごおり 21（第 2 次計画）を策定し、市民の

健康づくりを進めてきました。 

国の健康日本 21（第三次）では、「全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可

能な社会の実現」というビジョン実現のため、基本的な方向を①健康寿命の延伸・健康

格差の縮小、②個人の行動と健康状態の改善、③社会環境の質の向上、④ライフコース

アプローチを踏まえた健康づくりの４つと示されました。第 3 次計画では、国のビジョ

ンを踏まえ、これまで進めてきた「健康寿命の延伸と健康格差の縮小」の最終目標のた

め、基本理念（目指す姿）を次のように掲げます。 

 

  

 

◆一人ひとりがつながり 

 『家族とつながる』『地域とつながる』『社会とつながる』、様々なつながりがあり、一

人ではなく誰かとつながることができる、孤独・孤立を感じないあたたかいまちを目指

します。 

また、行政と市民、地域団体、事業者、教育機関などの関係機関ともつながるまちを

目指します。 

 

◆健やかで幸せにすごせるまち 

 自然に健康になれる環境でウェルビーイング（健康と幸福）を実感できるまちを目指

します。  

一人ひとりがつながり、健やかで幸せにすごせるまち がまごおり 
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２ 最終目標と基本方針 

健康寿命の延伸と健康格差の縮小 

 

基本方針１ 個人の行動と健康状態の改善 

１ 生活習慣の改善 

２ 生活習慣病（ＮＣＤｓ）の発症予防・重症化予防 

３ 生活機能の維持・向上 

基本方針２ 社会環境の質の向上 

１ 社会とのつながり・こころの健康の維持および向上 

２ 自然に健康になれるまちづくり・誰もがアクセスできる健康増進のための 

基盤整備 

基本方針３ ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり 

１ こども 

２ 女性 

３ 働く世代 

４ 高齢者  

基本方針４ 次世代を見据えた健康づくり（母子保健の推進） 

１ 安全・安心な妊娠・出産のための支援  

２ こどもの心身の健やかな発育・発達の推進 

３ 切れ目のない支援で安心して子育てできるまちづくり 
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３ 計画の体系 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

一人ひとりがつながり、 

健やかで幸せにすごせるまち がまごおり 

基本理念 

最終目標 健康寿命の延伸・健康格差の縮小 

基本方針 

・ 

取り組み 

基本方針１ 個人の行動と健康状態の改善 

栄養・食生活 

身体活動・運動 

休養・睡眠 

飲酒 

喫煙 

歯・口腔の健康 

生
活
習
慣 

がん 

循環器病 

糖尿病 

疾
病
予
防 

基本方針２ 社会環境の質の向上 

社会とのつながり・こころの健康の維持および向上 

自然に健康になれるまちづくり 

誰もがアクセスできる健康増進のための基盤整備 

基本方針４ 次世代を見据えた健康づくり 

妊娠・出産 健やかな成長 子育て支援の充実 

妊娠期からの切れ目のない支援 

基本方針３ ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり 

こども 女性 高齢者 働く世代 

〇自然に健康になれるまちづくり 

イネ―ブリングシティの形成、誰もが自然に健康になれるよう、環境整備を進めます。 

 
〇ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり 

（胎児期から高齢期に至るまでの人の生涯を経時的に捉えた健康づくり） 

現在の健康状態は、これまでの生活習慣や社会環境等の影響を受ける可能性や次世代の健康に

も影響を及ぼす可能性があることを踏まえ、今までのライフステージごとに特有の健康づくり

の取り組みに加えて、ライフコースアプローチを踏まえた健康づくりを進めていきます。 
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４ 計画の最終目標について 

 本計画の基本理念「一人ひとりがつながり、健やかで幸せにすごせるまち がまごお

り」の実現に向け、すべての市民が健やかで幸せに生活できるよう、個人の行動と健康

状態の改善に加え、社会環境の質の向上に取り組むことで、最終目標「健康寿命の延伸

と健康格差の縮小」を目指します。 

 

〇健康寿命の延伸 

目標 指標 
現状 目標 

令和１年度 令 和 ７ 年 度 令和 13 年度 

健康寿命の延伸 健康寿命 
男性 80.62 歳 平均寿命の増加分を上回る 

健康寿命の増加 女性 85.06 歳 

 

〇健康格差の縮小 

目標 指標 
現状 目標 

令和４年度 令和 12 年度 令和 18 年度 

健康格差の縮小 

「あなたは普段、健康

だと感じますか」 

（蒲郡市市民意識アンケート調査） 

73.9％ 

（健康である、まあ

まあ健康である） 

健康と感じている割合の上昇 

年代別・地区別の格差の減少 

 

  

健康格差について 

健康格差とは、地域や社会経済状況の違いによる集団における健康状態の差と定義されて

います。 

誰一人取り残さない健康づくりを展開するため、様々な健康格差を把握するとともに、格

差の要因を分析し、格差縮小を目指していきます。 
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第5章 基本方針に基づく目標設定 

基本方針１ 個人の行動と健康状態の改善 

１ 生活習慣の改善 

（１） 栄養・食生活 

 栄養・食生活は多くの生活習慣病との関連が深く、適正な量と質の食事により、適

正体重の維持、低栄養の予防を図ることが大切です。また、食育の観点からも朝ごは

んを食べる習慣やバランスの良い食事など健全な食生活を送ることが求められていま

す。 

【現状と課題】 

・国民健康保険の特定健診の結果より、肥満者の割合は男女ともに高いです。 

・肥満傾向にある児童の割合は、男子において増加傾向です。 

・ヤングエイジ健診の結果より、２０～３０歳のやせが増加傾向です。 

・高齢者の低栄養傾向の者（BMI２０以下）が県内でも多い傾向です。 

・朝ごはんの摂取は、特定健診の問診より年齢が高くなるにつれ、摂取できていま

す。しかし、こどもの摂取状況が悪化しており、２０～３０歳の若い世代では朝食

を全く食べない者が２割いる状況です。 

・栄養・食生活は社会経済等による影響が大きいですが、市単独では実態把握ができ

ず野菜の摂取量や塩分摂取量の割合等のデータはありません。高血圧症と糖尿病の

罹患率が高いため、減塩と野菜摂取についての取り組みが必要です。 

 

【目標・指標】 

目標 指標 
現状 目標 

関連計画 
令和 5 年度 令和 12 年度 令和 18 年度 

適正体重を 

維持している

者の増加 

BMI25 以上の者の割合 

（40～64 歳） 

28.3％ 

（令和 4 年度） 
26.8％ 25.5％ － 

適正体重を 

維持している 

こどもの増加 

肥満傾向の小

学５年生の割

合 

男子 17.4％ 減少 減少 
－ 

女子 10.2％ 減少 減少 

低栄養の 

高齢者の減少 

低栄養傾向の高齢者 

（BMI20 以下）の割合 

（65～74 歳） 

20.0％ 
10％以下 

（ 令和８年度） 
10％以下 蒲郡市第 10

期 高 齢 者 福

祉計画 低栄養傾向の高齢者 

（BMI20 以下）の割合 
20.9％ 

20％以下 

（ 令和８年度） 
20％以下 
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（75 歳以上） 

適切な量と質

の食事をして

いる者の増加 

バランスのよい食事を 

1 日 2 回以上とる日が週 4

日以上の割合（40 歳以上） 

60.3％ 

（令和 4 年度） 

65.0％ 

（令和 9 年度） 
68.3％ 

第 4 次蒲郡

市 食 育 推 進

計画 

朝食を毎日 

食べている 

こどもの増加 

毎日朝ごはん

を食べている

者の割合 

3 歳 94.3％ 96％ 98％ － 

小学生 
（３~６年生） 

84.9％ 
90％ 

（令和 9 年度） 
93％ 第 4 次蒲郡

市 食 育 推 進

計画 中学生 71.3％ 
90％ 

（令和 9 年度） 
93％ 

朝ごはんを 

毎日食べてい

る若者の増加 

朝ごはんを毎日食べる者

の割合（20～30 代） 

64.4％ 

（令和 4 年度） 

65.0％ 

（令和 9 年度） 
68.3％ 

第 4 次蒲郡

市 食 育 推 進

計画 

食の環境づく

り整備の推進 
食育推進協力店数 12 店 36 店 60 店 － 

 

【取り組みの方向性と主な推進機関】 

取り組みの方向性 主な推進機関 

若い世代や働く世代へ、適正体重や体型に対する正しい理解と 

適切な食行動について普及・啓発します。 

健康推進課 

職域 

高齢期ではバランスの良い食事に加え、たんぱく質を意識して 

食べることを推進します。 

健康推進課 

長寿課 

蒲郡市健康づくり食生活改

善推進協議会 

若い頃から主食・主菜・副菜のそろったバランスのよい食事を 

とる習慣をつけることを推進します。 

健康推進課 

蒲郡市健康づくり食生活改

善推進協議会 

学校教育課 

学校給食課 

職域 

朝ごはんの欠食減少のため、保育園や学校等と連携しながら 

朝ごはん摂取と規則正しい生活習慣の推進をします。 

健康推進課 

学校教育課 

学校給食課 

子育て支援課 

農林水産課 

飲食店やスーパー等の総菜や弁当等の中食産業と連携し、自然と

減塩や野菜摂取ができるような食環境を整備します。 

健康推進課 

豊川保健所 
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（２） 身体活動・運動 

 身体活動や運動の不足は、高血圧、喫煙、高血糖と同様に死亡に対する危険因子で

あり、身体活動・運動の量が多い者は、少ない者と比べて生活習慣病の発症・罹患リ

スクが低いことがわかっています。また、身体活動は、妊婦・産後の女性、慢性疾患

や障害のある者を含め、様々な人々に対して健康効果が得られるとされ、身体活動・

運動の量を増やすことが重要です。 

 

【現状と課題】 

・「１回３０分、週２日以上の運動を１年以上実施している」者の割合は、県平均と比

較して男女ともに低く、運動習慣のある市民が少ない状況です。 

・「日常生活において歩行又は同等の身体活動を１日１時間以上実施している」者の割

合は、県平均と比較して男女ともに低く、身体活動量が少ないと考えられます。 

・スポーツを実践している者の割合が低く、週１日以上スポーツをしている者の割合

については、全国、愛知県の値を大きく下回っています。また、運動不足を感じて

いる人が８０％以上と非常に多くなっています。 

・小学校部活動の廃止、中学校部活動の選択制への移行に加え、学校外の学習時間の

増加等により、こどもたちがスポーツをする機会が減少しており、こどもたちの身

体活動量が減少しています。 

 

【目標・指標】 

目標 指標 
現状 目標 

関連計画 
令和 5 年度 令和 12 年度 令和 18 年度 

運動習慣の

ある者の 

増加 

1 回 30 分、週 2 日以上

の運動を 1 年以上続け

ている者の割合 

男

性 
39.8％ 45％ 50％ 

－ 
女

性 
35.3％ 40％ 45％ 

週 1 回以上スポーツを実施

している者の割合 

22.8％ 

（令和 3 年） 

50％ 

（令和 9 年度） 
60％ 

蒲 郡 市 ス

ポーツ推進

計画 

身体活動量

の増加 

日常生活において歩行

又は同等の身体活動を

1 日 1 時間以上実施し

ている者の割合 

男

性 
46.0％ 50％ 55％ 

－ 
女

性 
44.8％ 50％ 55％ 
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生涯を通じ

た運動習慣

の確立 

全国体力・運動能力、運動習

慣等調査において全国平均

を上回っている種目の割合  

32 種目中 

1 種目 

（令和 3 年度） 

32 種目中 

4 種目 

（令和 9 年度） 

32 種目中 

６種目 

 

蒲 郡 市 ス

ポーツ推進

計画 

ウォーキング等の運動を週 

1 回以上している者の割合 
61.9％ 63％ 65％ － 

スポーツに

かかわる者

の増加 

スポーツ施設利用者数 
291,713 人 

（令和 3 年度） 

520,000 人 

（令和 9 年度） 
550,000 人 

蒲 郡 市 ス

ポーツ推進

計画 

スポーツ指導や支援活動を

行う市民の割合 

4.0％ 

（令和 3 年度） 

10.0％ 

（令和 9 年度） 
15.0％ 

蒲 郡 市 ス

ポーツ推進

計画 

 

【取り組みの方向性と主な推進機関】 

取り組みの方向性 主な推進機関 

日頃の運動習慣の獲得や身体活動量の増加となるように、健康 

教育等の機会を通じ、啓発活動を行います。また、ウェアラブル

端末等を活用した、身体活動の推進を目指します。 

健康推進課 

職域 

 

幼少期から高齢期まで、年齢に合わせた活動を推進し、生涯を 

通じた運動習慣の確立を図ります。 

健康推進課 

スポーツ推進課 

観光まちづくり課 

生涯学習課 

子育て支援課 

学校教育課 

長寿課 

職域 

スポーツの関係人口を増やし、運動・スポーツにかかわる者を 

増やすことで、身体活動の促進につなげます。 

スポーツ推進課 

 

市民の身体活動が自然と増えるような環境を整えていきます。 スポーツ推進課 

都市計画課 

みなとみらい課 

子育て支援課 

道路建設課 

健康推進課 
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（３） 休養・睡眠 

 睡眠は健康の保持・増進に不可欠な休養活動です。適正な睡眠時間を取り、睡眠に

よる休養を取ることが肥満、高血圧、糖尿病等の生活習慣病やうつ病等の発症を予防

し、健康維持に役立つため、睡眠・休養の大切さの啓発が必要です。 

 

【現状と課題】 

・「睡眠で休養がとれている」者の割合は、県平均と比較して、男性は低く、女性は高い

状況です。５年間の推移を見ると、男女ともに改善傾向です。 

・就寝時間が２２時以降のこどもは、１歳８か月、３歳で１５％以上と高い傾向にあ

ります。 

・良質な睡眠で休養がとれるよう２月を睡眠月間とし、啓発をしています。 

 

【目標・指標】 

目標 指標 
現状 目標 

関 連 計 画 
令和 5 年度 令和 12 年度 令和 18 年度 

睡眠で休養

が取れてい

る者の増加 

睡眠で休養が 

取れている者の 

割合 

男性 
68.0% 

（令和 3 年度） 
75.0％ 80.0％ 

－ 

女性 
68.4％ 

（令和 3 年度） 
75.0％ 80.0％ 

規則正しい

生活習慣が

確立できて

いる児の 

増加 

就寝時間が 22 時 

以降の児の割合 

1 歳 

8 か月 
15.5％ 13.0％ 10.0％ 

－ 

3 歳 21.8％ 20.0％ 17.0％ 

             

【取り組みの方向性と主な推進機関】 

取り組みの方向性 主な推進機関 

休養・睡眠の大切さについて周知・啓発するため、睡眠月間のPRや、

広報での周知、出前講座等を実施します。また、学校・職域等と 

連携し推進します。 

健康推進課 

子育て支援課 

学校教育課 

職域 

こどもの頃から生活リズムを整えるよう推進します。 健康推進課 

子育て支援課 

学校教育課 
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（４） 飲酒 

適度な飲酒は気分をリラックスさせストレス解消になりますが、多量な飲酒は生活習

慣病のリスクを高めるため、多量飲酒を防止する必要があります。また、妊娠中の飲酒

は胎児の発育に影響を及ぼすため、妊娠中の飲酒をなくす必要があります。 

 

【現状と課題】 

・生活習慣病のリスクを高める飲酒をしている者の割合は、男性では女性よりも多 

いです。さらに女性においては年々増加傾向です。 

・ヤングエイジ健診の結果より、若い世代においても、特に女性において、生活習慣

病のリスクを高める飲酒をしている者の割合は多いです。 

・妊娠中の飲酒者は減少傾向です。 

 

【目標・指標】 

目標 指標 
現状 目標 

関 連 計 画 
令和 5 年度 令和 12 年度 令和 18 年度 

生活習慣病の

リスクを高め

る量の飲酒を

している者の

減少 

生活習慣病のリスク

を高める量の飲酒を

している者の割合 

※男性 2 合以上・女性 1 合

以上飲酒する者の割合 

男

性 

12.4％ 

(令和４年度) 
11.5％ 10.7％ 

第 ３ 期 蒲 郡

市 国 民 健 康

保 険 保 健 事

業 実 施 計 画

（ デ ー タ ヘ

ルス計画）第

４ 期 蒲 郡 市

特 定 健 康 診

査 

女

性 

7.0％ 

(令和４年度) 
6.5％ 6.1％ 

妊娠中の飲酒

をなくす 
妊娠中の飲酒者の割合 0.9％ 0.0％ 0.0％ － 

 

【取り組みの方向性と主な推進機関】 

取り組みの方向性 主な推進機関 

飲酒について、生活習慣病のリスクを高める量に関する正しい 

知識の普及をします。 

健康推進課 

職域 

妊婦、若年者に対して、飲酒による健康への影響について分かり

やすい普及・啓発を行います。 

こども家庭センター 

健康推進課 

学校教育課 
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（５） 喫煙・COPD 

 喫煙は、がん、循環器疾患、呼吸器疾患（COPD を含む）、糖尿病等の多くの疾病へ

の影響が明らかになっています。また、妊娠中の喫煙は、妊娠合併症などのリスクを

高めるだけでなく、胎児や出産後の乳幼児へも悪影響となります。 

喫煙や受動喫煙の有害性と健康への影響について、周知啓発を行い市民の意識を高

めるとともに、禁煙支援や受動喫煙対策を進めていく必要があります。 

 

【現状と課題】 

・喫煙率は男女とも減少傾向ですが、男性は県平均よりも高いです。 

・子育て世代における喫煙率は減少傾向です。 

 

【目標・指標】 

目標 指標 
現状 目標 

関連計画 
令和 5 年度 令和 12 年度 令和 18 年度 

喫煙率の減少 
40 歳以上の 

喫煙率 

男性 
32.0％ 

(令和 3 年度) 
30％ 28％ 

－ 

女性 
6.8％ 

(令和 3 年度) 
6.0％ 5.2％ 

妊娠中の 

喫煙をなくす 
妊娠中の喫煙者の割合 0.9％ ０.0％ 0.0％ 

－ 望まない 

受動喫煙の 

減少 

子 育 て 中 の

家 庭 に お け

る 同 居 家 族

の 喫 煙 者 の

割合 

4 か月 

父 23.1% 20.0% 20%以下 

母 0.9% 0.5% 0.5％以下 

1 歳 

8 か月 

父 26.3% 25.0% 25％以下 

母 2.1% 2.0% 2％以下 

3 歳 

父 25.6% 25.0% 25％以下 

母 4.2% 4.0% 3.5％以下 

COPD による 

死亡率の減少 

COPD（慢性閉塞性肺疾患）

死亡率 

10.1％ 

（令和元年） 
10.0％ 10.0％ － 
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【取り組みの方向性と主な推進機関】 

取り組みの方向性 主な推進機関 

喫煙習慣を持たないよう、学校と連携して喫煙防止や受動喫煙に

関する健康教育を行い、若い頃から正しい知識や理解を持つこと

ができるよう働きかけをしていきます。 

健康推進課 

学校教育課 

高等学校 

母子健康手帳交付時や乳幼児健康診査時等に、妊婦本人や家族へ

の禁煙支援を行います。 

こども家庭センター 

健康推進課 

禁煙したいと思っている者に対して禁煙治療費の助成や健康相談

を行います。 

健康推進課 

保険年金課 

職域 

公共施設や企業等へ情報提供等を実施し、連携して受動喫煙防止

への取り組みを進めます。 

健康推進課 

職域 

蒲郡市受動喫煙防止条例に基づき、受動喫煙防止への取り組みを

行います。 

健康推進課 
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（６） 歯・口腔の健康 

 歯・口腔の健康は、生涯健康で質の高い生活を送るために重要な役割を果たしてい

ます。さらに口腔の健康が全身の健康にも関係していることから、全身の健康を保つ

ためにも、歯・口腔の健康づくりへの取り組みが必要です。 

 

【現状と課題】 

・妊婦歯科検診の受診率が５０％前後で推移しており、受診率が横ばいです。 

・３歳児でむし歯を４本以上有しているこどもは、県より高い状況です。 

・小学校でのフッ化物洗口は令和６年度より全小学校で始まっています。 

・２０歳の歯周病検診の受診率は１０％前後で推移しており、受診率が横ばいです。 

・４０歳以上で歯周炎を有する者が半数を超えており、年齢が上がるにつれて増加し

ています。 

・後期高齢者医療健康診査の質問票より、口腔機能低下を感じている者は約３割お

り、県より高い状況です。 

 

【目標・指標】 

目標 指標 
現状 目標 

関連計画 
令和 5 年度 令和 12 年度 令和 18 年度 

むし歯の 

ない児の増加 

3 歳児のむし歯のない 

割合 
92.5％ 95.0％ 97.0％ － 

12 歳児のむし歯のない 

割合 
77.8％ 85.0％ 90.0％ － 

3 歳児で 4 本以上のむし

歯がある割合 
2.9％ 1.5％ 0％ － 

歯周疾患を有

する者の減少 

歯肉に炎症所見のある中

学 1 年生の割合 
3.2％ 1.5％ 0％  

40 歳以上における歯周炎

を有する者の割合 
51.1％ 45.0％ 40.0％ － 

年１回以上の

歯科検診受診

者の増加 

年に 1 回以上歯科検診を

受けている者の割合 

（20～35 歳） 

40.1％ 55.0％ 70.0％ － 

かかりつけ 

歯科医の増加 

妊婦歯科健診受診率の増

加 
48.3％ 60.0％ 80.0％ － 

20 歳の歯周病検診の受診

率 
11.8％ 18.0％ 25.0％ － 
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口腔機能低下

の予防 

半年前に比べて固いもの

が食べにくくなっている

人の割合 

29.9％ 25.0％ 25.0% 
第 10 期高齢

者福祉計画 

 

【取り組みの方向性と主な推進機関】 

取り組みの方向性 主な推進機関 

妊婦に対して妊婦歯科健診の重要性や口腔状況が胎児に及ぼす影

響等を周知し、口腔衛生の重要性について周知・啓発します。 

健康推進課 

こども家庭センター 

乳幼児期からむし歯への関心を高めるため、保護者に対して、各

種健診、教室等で小児の口腔機能発達やむし歯予防等について取

り組みを推進します。 

健康推進課 

子育て支援課 

 

小中学校で自身の口腔への関心を高めるために、歯と口腔の健康

づくりやフッ化物洗口の実施について取り組みを推進します。 

健康推進課 

学校教育課 

学校、企業等へ歯周病と全身疾患との関連について正しい知識を

啓発し、定期的な（年１回以上）歯科健診の受診を推進します。 

健康推進課 

学校教育課 

職域 

生涯自分の歯で噛める者を増やすため、高齢期に多いオーラル 

フレイル、歯周病等の予防に努めます。 

健康推進課 

長寿課 

蒲郡市歯科医師会 
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２ 生活習慣病（NCDs）の発症予防・重症化予防 

（１） がん 

 がんは、昭和５６年以降日本人の死因の第１位であり、本市においても、令和４年

の死亡者は総死亡の約３割を占めています。生涯のうちに約２人に１人ががんに罹患

すると推計されており、人口の高齢化に伴い、がんの罹患者や死亡者の数は今後も増

加していくことが見込まれています。予防可能ながんのリスク因子の多くは生活習慣

にあり、その対策を行っていくことで罹患率を減少させるとともに、早期発見・早期

治療で、がんの死亡率を減少させることが重要です。また、がんに罹患された方も、

治療しながら自分らしく安心して日常生活を送れるような支援が重要です。 

 

【現状と課題】 

・受診率の目標は６０％とされていますが、いずれの検診においても達成していませ

ん。 

・年代別受診率では、胃がん検診で５０歳代、肺がん検診、大腸がん検診では、４０

歳代～５０歳代の受診率が低い状況です。 

・精密検査受診率は、乳がん検診を除き目標を達成していません。 

 

【目標・指標】 

目標 指標 
現状 目標 

関連計画 
令和 5 年度 令和 12 年度 令和 18 年度 

が ん に よ る

死亡率の 

減少 

がんの死因別死亡率 

（人口 10 万人当たり） 

364.2 

（令和 4 年） 
減少 減少 － 

が ん 検 診 の

受診率の 

向上 

胃がん検診 

（50～69 歳） 
5.4％ 30％ 60％ 

－ 

肺がん検診 

（40～69 歳） 
8.1％ 30％ 60％ 

大腸がん検診 

（40～69 歳） 
7.6％ 30％ 60％ 

乳がん検診 

（40～69 歳） 
13.0％ 40％ 60％ 

子宮頸がん検診 

（20～69 歳） 
15.5％ 40％ 60％                                                                                                                                         
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が ん 検 診 の

精密検査 

受診率の 

向上 

胃がん検診 

（50～69 歳） 
77.4％ 80％ 90％ 

－ 

肺がん検診 

（40～69 歳） 
70.1％ 80％ 90％ 

大腸がん検診 

（40～69 歳） 
49.2％ 70％ 90％ 

乳がん検診 

（40～69 歳） 
94.3％ 95％ 95％ 

子宮頸がん検診 

（20～69 歳） 
70.0％ 80％ 90％ 

がんの 

発生予防 

HPV ワクチン接種率 

（高校 1 年相当累計初回接種率） 
28.３％ 40.0％ 50.0% － 

 

【取り組みの方向性と主な推進機関】 

取り組みの方向性 主な推進機関 

がん検診の対象となる年代に対して、効果的な受診勧奨を行いま

す。また、受診率の低い働く世代が受診しやすい環境づくりに努

めます。 

健康推進課 

蒲郡市医師会 

職域 

がんの早期発見のために、要精密検査と診断された方に対して、

医療機関とがまっと！のデータ連携を活用し、精密検査の受診勧

奨を行います。 

健康推進課 

蒲郡市民病院 

医療機関 

胃がんの撲滅のため、胃がんとピロリ菌の関係性について周知・

啓発を行い、中学生ピロリ菌検査陽性者の除菌勧奨や胃がんリス

ク検査を推進します。 

健康推進課 

学校教育課 

医療機関 

がんの原因となる、肝炎ウイルス、HPV（ヒトパピローマウイル

ス）の検査や HPV ワクチンの接種を推進し、がんの発生の予防に

努めます。 

健康推進課 

医療機関 

がん予防に関して、学習指導要領に基づく学校でのがん教育の 

推進や、セミナー等による大人への教育を進めます。 

学校教育課 

健康推進課 

職域 

がん患者アピアランスケア支援や若年がん患者在宅療養支援等の

取り組みについて、多くの対象の方に活用していただけるよう、

周知に努めます。 

健康推進課 
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（２） 循環器病 

 循環器病は、脳卒中や心血管疾患の両者を合わせた病気で、がんに次ぐ日本人の主

な死亡原因であり、介護を要する状態となる主要な原因の一つでもあります。 

 循環器病の危険因子には高血圧や脂質異常症、喫煙、糖尿病等があり、生活習慣の

改善や定期的な健診の受診を通じてこれらの因子を抑制していくことが必要です。 

 

【現状と課題】 

・収縮期血圧の平均値は、県と比較して男女ともに高い傾向にあります。また、収縮

期血圧が１４０mmHg 以上の者の割合も男女ともに県と比較して高いです。 

・LDL コレステロール１６０mg/dl 以上の者の割合は男女ともに県と比較して高いで

す。 

・循環器病の危険因子を含むメタボリックシンドロームの該当者及び予備群の割合

は、県と比較して男女ともに高いです。 

・特定健康診査の受診率は令和５年度に３８．８％、特定保健指導の実施率は令和４

年度に２１．９％と、どちらも県と比較して低い状況にあります。 

 

 

【目標・指標】 

目標 指標 
現状 目標 

関連計画 
令和 5 年度 令和 12 年度 令和 18 年度 

適正な血圧

を維持する

者の増加 

収縮期血圧の平均値 

（40 歳以上、内服加療

者を含む） 

男

性 

128.5mmHg 

（令和３年度） 
126.0mmHg 123.5mmHg 

－ 
女

性 

124.3mmHg 

（令和３年度） 
121.8mmHg 119.3mmHg 

高血圧の者

の減少 

収縮期血圧 140mmHg

以上の者の割合 

（40～74 歳） 

男

性 
29.7％ 28.0％ 26.0％ 

－ 
女

性 
25.9％ 24.0％ 22.0％ 

脂質異常症

の減少 

LDL コ レ ス テ ロ ー ル

160mg/dl 以上の者の

割合（40～74 歳） 

男

性 

14.0％ 

（令和 3 年度） 
13.0％ 12.0％ 

－ 
女

性 

14.4％ 

（令和３年度） 
13.4％ 12.4％ 
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メタボリッ

ク シ ン ド

ロームの該

当者及び予

備群の減少 

メ タ ボ リ ッ ク シ ン ド

ロームの該当者及び 

予備群の割合 

男

性 

44.2％ 

（令和 3 年度） 
42.2％ 40.2％ 

－ 

女

性 

15.3％ 

（令和３年度） 
14.3％ 13.3％ 

特定健康診

査と特定保

健指導の実

施率の向上 

特定健康診査の実施率 38.8％ 60.0％ 60.0％ 

第 ３ 期 蒲 郡

市 国 民 健 康

保 険 保 健 事

業 実 施 計 画

（ デ ー タ ヘ

ルス計画）第

４ 期 蒲 郡 市

特 定 健 康 診

査 

特定保健指導の実施率 
24.9％ 

（令和４年度） 
60.0％ 60.0％ 

 

【取り組みの方向性と主な推進機関】 

取り組みの方向性 主な推進機関 

循環器病の危険因子となる高血圧や脂質異常症等を予防または 

コントロールできるよう周知・啓発します。 

健康推進課 

企業や医療保険者と連携し、若い世代に向けて循環器病や生活習

慣改善に関する情報提供を行います。 

職域 

協会けんぽ愛知支部 

メタボリックシンドロームの該当者及び予備群に対して、保健 

指導や保健事業を実施します。 

健康推進課 

保険年金課 

循環器病の予防及び早期発見のため、特定健康診査の受診率と 

特定保健指導の実施率を向上させます。 

健康推進課 

保険年金課 

蒲郡市医師会 
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（３） 糖尿病 

糖尿病はインスリンの作用が不足することによって血糖値の高い状態が持続する病

気です。高血糖の状態が続くと血管が傷つき様々な合併症を引き起こします。重症化

し人工透析となれば、個人の生活の質や医療費に大きく影響します。糖尿病やその合

併症は自覚症状がないまま進んでいることがあるため、早期発見・早期治療が重要で

す。 

 

【現状と課題】 

・高血糖の割合は、県平均と比べて男女ともに高いです。 

・間食、甘い飲み物、歩行速度、運動習慣等、高血糖を引き起こす生活習慣をしてい

る者の割合が県よりも高いです。 

・国民健康保険や後期高齢者医療保険の１０万人当たり人工透析患者数は横ばい傾向

ですが、新規人工透析患者数は県よりも高いです。 

・糖尿病の入院と外来を合わせた医療費は、国民健康保険では１位、後期高齢者医療

保険では２位です。 

 

【目標・指標】 

目標 指標 
現状 目標 

関連計画 
令和 5 年度 令和 12 年度 令和 18 年度 

糖尿病有病

者の減少 

HbA1c6.5％以上の 

者の割合 

男

性 

7.8％ 

（令和 3 年度） 
7.4％ 7.0％ 

－ 

女

性 

5.1％ 

（令和３年度） 
4.8％ 4.5％ 

血糖コント

ロール不良

者の減少 

HbA1c8.0％以上の 

者の割合 

男

性 

1.4％ 

（令和 3 年度） 
1.2％ 1.0％ 

－ 

女

性 

0.6％ 

（令和３年度） 
0.5％ 0.4％ 

新規透析導

入患者数の

減少 

新規透析導入患者数 

（人口 10 万人当たり） 

国

保 
75 人 56 人 50 人 

第３期蒲郡市

国民健康保険

保健事業実施

計画（データヘ

ルス計画）第４

期蒲郡市特定

健康診査 

後

期 
285 人 減少 減少 
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メタボリッ

ク シ ン ド

ロームの該

当者及び予

備群の減少 

メ タ ボ リ ッ ク シ ン ド

ロームの該当者及び 

予備群の割合【再掲】 

男

性 

44.2％ 

（令和 3 年度） 
42.2％ 40.2％ 

－ 

女

性 

15.3％ 

（令和３年度） 
14.3％ 13.3％ 

特定健康診

査と特定保

健指導の実

施率の向上 

特定健康診査の実施率 

【再掲】 
38.8％ 60.0％ 60.0％ 

第 ３ 期 蒲 郡

市 国 民 健 康

保 険 保 健 事

業 実 施 計 画

（ デ ー タ ヘ

ルス計画）第

４ 期 蒲 郡 市

特 定 健 康 診

査 

特定保健指導の実施率 

【再掲】 

24.9％ 

（令和４年度） 
60.0％ 60.0％ 

 

【取り組みの方向性と主な推進機関】 

取り組みの方向性 主な推進機関 

糖尿病に関する正しい知識を持ち、高血糖を予防できるよう周

知・啓発します。 

健康推進課 

糖尿病の重症化を予防し、血糖管理ができるよう、未治療者や 

治療中断者への受診勧奨などの取り組みを行います。 

健康推進課 

医療機関を含めた関係機関と糖尿病を取り巻く状況を共有し、 

対策の検討や事業連携を推進します。 

蒲郡腎臓病ネットワーク協 

議会 

医療機関 

企業や医療保険者と連携し、若い世代に向けて糖尿病や生活習慣

改善に関する情報提供を行います。 

健康推進課 

職域 

協会けんぽ愛知支部 

高血糖を早期発見し生活改善を促すため、特定健診受診率と特定

保健指導率の向上及び受診勧奨対象者への受診勧奨を行います。 

保険年金課 
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３ 生活機能の維持・向上 

 ロコモティブシンドロームや骨粗しょう症等の運動器疾患は、歩行や立ち座りと

いった日常的な活動に直接影響します。また身体的な不自由さは、心理的・社会的な

健康へも影響を及ぼします。そのため、運動器疾患の予防や対策、介入を早期に行

い、生活機能の維持・向上を図ることが必要です。 

 

【現状と課題】 

・「筋骨格系及び結合組織の疾患」の１人当たり医療費（外来）は、県と比べて多いで

す。 

・要支援・要介護認定者の有病状況では、「筋・骨疾患」の割合が２番目に多いです。 

・介護保険新規申請の主な原因疾患は、「関節疾患」と「骨折等」の割合が認知症に次

いで多いです。 

・骨粗しょう症検診の要指導及び要精検の割合が５０歳以降増加しています。また、

６０歳～７０歳は４０～５０歳代と比べて要精検率が急増しています。 

・「同年齢及び同性と比較して歩く速度が速い」者の割合は、県と比べてどの年代も低

く、年々低下傾向です。 

・「歩行又は同等の身体活動を１日１時間以上実施している」者、「１回３０分、週２

日以上の運動を１年以上実施している」者の割合は県と比較して低く、身体を動か

す習慣のある市民が少ない状況です。 
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【目標・指標】 

目標 指標 

現状 目標 

関 連 計 画 
令和 5 年度 令和 12 年度 令和 18 年度 

運動習慣の

ある者の 

増加 

1 回 30 分、週 2 日以上

の運動を 1 年以上続け

ている者の割合【再掲】 

男

性 
39.8％ 45％ 50％ 

－ 

女

性 
35.3％ 40％ 45％ 

身体活動量

の増加 

日常生活において歩行

又は同等の身体活動を

1日1時間以上実施して

いる者の割合【再掲】 

男

性 
46.0％ 50％ 55％ 

－ 

女

性 
44.8％ 50％ 55％ 

骨粗しょう

症有病者の

減少 

骨粗しょう症検診の 

要精検率（女性） 
10.1％ 9.0％ 8.0％ － 

 

【取り組みの方向性と主な推進機関】 

取り組みの方向性 主な推進機関 

骨粗しょう症予防のため、若い世代に向けた知識の普及を推進し

ます。 

健康推進課 

骨粗しょう症検診や教室・イベントでの骨密度測定を実施し、 

自分の骨密度を確認できる機会を提供します。 

健康推進課 

骨粗しょう症検診の要指導者への生活指導を引き続き実施しま

す。 

健康推進課 

ロコモティブシンドロームの知識や予防法を普及・啓発します。 長寿課 

健康推進課 
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基本方針２ 社会環境の質の向上 

１ 社会とのつながり・こころの健康の維持および向上 

 社会とのつながりを持っていることは、長生きや健康に良い影響をもたらすと言われ

ています。そのため就労等だけでなく、趣味や習いごと、ボランティア活動など地域で

ゆるやかなつながりを持つことができるよう推進します。 

 また、こころの健康の維持・向上は、健康で幸福に生活するのに重要です。特に、子

育て世代においては保護者が精神的に安定してこどもと接することは、愛着形成を促し、

こどもの自己肯定感を形成するのに重要です。自己肯定感が高いとストレスを対処する

能力が高く、うつ病や不安障害になるリスクが低くなると言われています。 

 

【現状と課題】 

・子育て世代は、少子化や核家族化、地域のつながりの希薄化等により孤立感を感じ

やすい状況にあります。 

・「ゆったりとした気分でこどもと接することができる母親」の割合は、国・県と比較

して低い状況です。 

・高齢化率は年々高くなっており、県及び国の平均よりも高い水準となっています。高

齢になると就労する方が減少するため、社会とのつながりがない方が多くなると予測

されます。 

・厚生労働省の「労働者健康状況調査」によると、働く人の約 6 割がストレスを感じて

います。 

・精神及び行動の障害の医療費は、医療費（入院）では新生物、循環器系の疾患に次

ぐ第３位、医療費（外来）では第８位です。 

 

【目標・指標】 

目標 指標 
現状 目標 

関 連 計 画 
令和 5 年度 令和 12 年度 令和 18 年度 

社会との 

つながりの 

維持・向上 

地域ふれあい活動参加 

延べ人数 

13,706 人 

（令和 2 年度） 
12,000 人 － 

第 5 次蒲郡市

総合計画 

1 日の全ての食事を一人で

食べることが週に 4 日以上

ある人の割合 

20.8％ 

（令和 4 年度） 

15.0％ 

（令和 9 年度） 
13.0％ 

第 4 次蒲郡市

食育推進計画 
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この地域で子育て

をしたいと思う 

保護者の割合 

 

4 か月 95.7％ 100％ 100％ 

－ 
1 歳 

8 か月 
98.3％ 100％ 100％ 

3 歳 96.4％ 100％ 100％ 

シルバー人材センター就業

会員数 
921 人 

1,060 人 

（令和８年度） 
1,060 人 

蒲 郡 市 第 1 0

期高齢者福祉

計画 
通いの場グループ数【再掲】 117 団体 

130 団体 

（令和８年度） 
130 団体 

ゆったりと

した気分で

こどもと接

することが

できる者の

増加 

ゆったりとした気分でこど

もと接することができる者

の割合（3 歳児健診）【再掲】 

72.8％ 75.0％ 78.0％ － 

 

【取り組みの方向性と主な推進機関】 

取り組みの方向性 主な推進機関 

妊産婦、乳幼児の保護者が交流できるようサロンや教室等を実施

します。 

こども家庭センター 

健康推進課 

子育て支援課 

生涯学習課 

高齢者の閉じこもりやフレイル防止に向けて、高齢者が地区集会

場や公民館など身近な場所で交流できるよう地域サロン等の充実

に取り組みます。 

長寿課 

蒲郡市社会福祉協議会 

蒲郡市健康づくり食生活改

善推進協議会 

健康推進課 

社会活動を通した健康づくりを図るため、地域コミュニティ活動

の他、市民活動への支援に取り組みます。 

協働まちづくり課 

家族や友人等との「共食」を通じたコミュニケーションの大切さ

についての情報発信等の普及・啓発に取り組みます。 

健康推進課 

子育て支援課 

学校給食課 

こころの健康に関する正しい情報提供をし、市民への普及・啓発

を進めます。 

豊川保健所 

健康推進課 

福祉課 
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悩みを抱えることがないように、こころの健康に関する相談支援を

実施します。また、必要に応じて適切な関係機関と連携して支援し

ます。 

健康推進課 

こども家庭センター 

豊川保健所 

働く世代のメンタルヘルスの取り組みの重要さを、企業や商工会議

所と連携して進めていきます。 

職域 

蒲郡商工会議所 

健康推進課 

様々な場所でSOSを受け止められるよう、自殺防止対策を支える人

材（ゲートキーパー）を育成していきます。 

福祉課 

認知症になっても安心して生活できるよう、地域で生活を継続す

るための支援を進めていきます。 

長寿課 
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２ 自然に健康になれるまちづくり・誰もがアクセスできる健康増進のための基盤整備 

 健康寿命の延伸には、自ら健康づくりに積極的に取り組むだけでなく、健康に関心

の薄い者を含む幅広い人に対してアプローチを行うことが重要であるため、自然に健

康になれるような環境整備を行います。また、自治体のみならず企業や地域団体と

いった多様な主体による健康づくりが広まっており、そうした取り組みをさらに推進

していくことが必要です。 

 さらに、ICT の利活用やスマートフォン・ウェアラブル端末が普及し、今後もあらゆ

る分野でデジタルトランスフォーメーション（DX）が加速すると予想されるため、誰

もが保健・医療・福祉等へアクセスできる基盤を整えます。 

 

【現状と課題】 

・令和４年度の市民意識調査によると、「健康づくり・疾病対策」に重要・やや重要と回

答した人は７０．２％で年々増加しています。 

・令和４年度の市民意識調査によると、「日ごろから健康増進に取り組んでいる」に積極

的に取り組んでいる・取り組んでいる人は４８．２％で年々増加していますが、健康

増進にあまり取り組んでいない・全く取り組んでいない人は約半数です。 

・健康経営の理念が浸透してきており、健康宣言・W チャレンジ宣言企業数は年々増

加しています。 

 

【目標・指標】 

目標 指標 
現状 目標 

関 連 計 画 
令和 5 年度 令和 12 年度 令和 18 年度 

誰もがア ク

セスでき る

健康増進 の

ための基 盤

を整備する 

健康宣言・W チャレンジ 

宣言企業数 
155 社 180 社 200 社 － 

食育推進協力店数 12 店舗 36 店舗 60 店舗 － 
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【取り組みの方向性と主な推進機関】 

取り組みの方向性 主な推進機関 

すべての人が幸福を実感しながら心も体も健康な状態（ウェルビーイ

ング）で暮らせるまち「イネーブリングシティ」を推進します。 

ウェルビーイング推進課 

 

東港地区周辺において、歩いて過ごしたくなる居心地のよい「海辺の

まち」の形成をしていきます。 

都市計画課 

みなとみらい課 

受動喫煙による健康影響が大きい妊婦、こども、患者等に配慮し、望

まない受動喫煙を防ぐ環境整備を図ります。 

子育て支援課 

健康推進課 

職域 

行政のみならず企業においても健康づくりに取り組みやすいよう、保

健事業の情報提供や、出前講座や依頼健康教育、健康相談を実施しま

す。 

健康推進課 

職域 

飲食店やスーパー等の総菜や弁当等の中食産業と連携し、自然と減塩

や野菜摂取ができるような食環境を整備します。 

健康推進課 

豊川保健所 

ICT とデータを活用した事業を推進していきます。 デジタル行政推進課 

蒲郡市民病院 

健康推進課 

地域における居場所づくりや交流を推進できるよう、ソーシャル・

キャピタルの醸成を図ります。 

健康推進課 

子育て支援課 

長寿課 

生涯学習課 

  

「健康」を軸としたこれまでの健康施策（Healthy-driven）の取り組みの充実はもちろんのこ

と、さらに「幸福」を軸として健康を高め(Happiness-driven)、蒲郡市に関わるすべての人々

がウェルビーイング（健康と幸福）を実感できるまちづくりの推進を、市民や地域等と協働で進

めます。 
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基本方針３ ライフコースアプローチ５を踏まえた健康づくり 

１ こども 

幼少期からの生活習慣や健康状態は、成長してからの健康状態にも大きく影響を与

えるため、こどもの頃から健康を支える取り組みを進める必要があります。 

そのために、こどもが自身の健康に興味・関心を持つことができるよう、大人も健

康を意識し一緒に取り組むことが大切です。また、家庭や地域、学校や保育園等、こ

どもを取り巻く様々な環境において連携を図りながら取り組みを行っていく必要があ

ります。 

 

【現状と課題】 

・肥満傾向にある児童の割合は、男子において増加傾向です。 

・女児は小学校高学年から中学生になるとやせの児童・生徒が増加する傾向です。 

・小学校部活動の廃止、中学校部活動の選択制への移行に加え、学校外の学習時間の

増加等により、こどもたちが体を動かす機会が少なくなり、こどもたちの身体活動

量が減少しています。 

・就寝時間が２２時以降のこどもは１歳８か月、３歳で１５%以上と高い傾向にあり

ます。 

・就寝時間の割合について、２２時以降の小学生は４割以上、中学生では２３時以降

が６割以上を占め、０時以降も３割弱います。また、就寝時間が遅いほど朝食の欠

食率も高くなっています。 

・朝食の摂取状況は、年齢が上がるにつれて欠食する割合が増えており、経年的に見

ても悪化しています。 

・中学１年生の血液検査の HbA1c の結果では、約 3 割弱が基準値を超える状況です。 

 

【目標・指標】 

目標 指標 
現状 目標 

関 連 計 画 
令和 5 年度 令和 12 年度 令和 18 年度 

適 正 体 重 を

維 持 し て い

る者の増加 

肥満傾向の 

小学 5 年生の割合 

【再掲】 

男子 17.4％ 減少 減少 
  － 

女子 10.2％ 減少 減少 
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生 涯 を 通 じ

た 運 動 習 慣

の確立 

全国体力・運動能力、運動習

慣等調査において全国平均

を上回っている種目の割合

【再掲】 

32 種目中 

1 種目 

（令和３年度） 

32 種目中 

4 種目 

（令和９年度） 

32 種目中 

６種目 

蒲 郡 市 ス

ポ ー ツ 推 進

計画 

規 則 正 し い

生 活 習 慣 が

確 立 で き て

いる児の 

増加 

毎日朝ごはんを食

べている者の割合 

３歳 94.3％ 96.0％ 98.0％ 

－ 小学生 
（3~6 年生） 

84.９％ 90.0％ 93.0％ 

中学生 71.3％ 90.0％ 93.0％ 

就寝時間が 22 時

以降の者の割合 

1 歳 

8 か月 
15.5％ 13.0％ 10.0％ 

－ 3 歳 21.8％ 20.0％ 17.0％ 

小学生

（3~6 年生） 
43.5％ 40.0％ 37.0％ 

就寝時間が０時 

以降の者の割合 
中学生 24.0％ 22.0％ 20.0％ － 

 

【取り組みの方向性と主な推進機関】 

取り組みの方向性 主な推進機関 

こどもの頃からの生活習慣は将来の生活習慣病の発症に影響を 

与えるため、病気の予防、規則正しい生活習慣の大切さを伝え、

自ら行動できる力をつけていくよう推進します。 

健康推進課 

こどもの頃からの肥満ややせは将来の生活習慣病等の発症に影響

を与えるため、適正体重や体型に対する正しい理解と生活習慣を

身に着けることを推進します。 

健康推進課 

学校教育課 

早寝や早起き、朝食の摂取など規則正しい生活習慣の大切さを乳幼

児期から周知・啓発し、家庭や地域、保育園や学校など関係機関と

連携を図りながら継続的に推進します。 

健康推進課 

子育て支援課 

学校教育課 

学校給食課 

蒲郡市健康づくり食生活改

善推進協議会 

中学生の HbA1c の検査結果から、小児生活習慣病のリスク高い 

こどもの早期発見、要指導以上の者に保健指導を行い関係機関と 

連携してこどもの頃からの生活習慣病の予防を推進します。 

健康推進課 

学校教育課 

乳幼児期から体を使った遊びの体験や外遊びの大切さを周知・ 

啓発し、親子で運動を進め、体を動かすことの楽しさを体験して

いくことを推進します。 

健康推進課 

子育て支援課 

５胎児期から高齢期に至るまでの人の生涯を経時的に捉えた健康づくり 
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２ 女性 

女性は男性に比べてやせや骨粗しょう症、貧血が多く、子宮がん等の女性特有の健

康問題があります。また妊娠期においては、やせや貧血により母体の栄養が十分でな

いと早産や低出生体重児で生まれるリスクが高まります。 

ライフステージごとに女性ホルモンが劇的に変化するという特性等を踏まえ、人生

の各段階における健康課題の解決を図ることが重要です。 

 

【現状と課題】 

・ヤングエイジ健診受診者より、20 歳～30 歳代の若年女性のやせは約 2 割います。 

・骨粗しょう症検診では６０歳代～７０歳の方は要精検率が急激に高まっています。 

・がん罹患率で、女性は乳がんが１位です。生涯で乳がんに罹患する確率は９人に１

人です。 

・「１回３０分、週２日以上の運動を１年以上実施している」者の割合は、県平均と

比較して低く、特に４０歳代の女性が少ない状況です。 

 

【目標・指標】 

目標 指標 
現状 目標 

関 連 計 画 
令和 5 年度 令和 12 年度 令和 18 年度 

適正体重を

維持してい

る者の増加 

BMI25 以上の女性の割合 

（40 歳～74 歳） 

25.7％ 

（令和 3 年度） 
25.0％ 23.0％ － 

BMI18.5 未満の女性の 

割合（20～39 歳） 
18.4％ 18.0％ 17.0％ － 

女性特有の

がんの減少 

がん検診の 

受診率 

子宮頸がん 15.5％ 40％ 60％ 
－ 

乳がん 13.0％ 40％ 60％ 

HPV ワクチン接種率 

（高校１年相当累計初回接種

率） 

28.3％ 40％ 50％ － 

運動習慣の

ある者の 

増加 

1 回 30 分、週 2 日以上の

運動を 1 年以上続けてい

る女性の割合 

35.3％ 40％ 45％ － 
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【取り組みの方向性と主な推進機関】 

取り組みの方向性 主な推進機関 

やせが及ぼす健康リスクや、丈夫な骨づくりの大切さを周知しま

す。 

健康推進課 

骨粗しょう症予防のため、知識の普及や骨粗しょう症検診を行い

ます。 

健康推進課 

がん検診の受診率向上のため、受診の必要性の周知・啓発や受診

しやすい環境作りに努めます。 

健康推進課 

蒲郡市医師会 

家族や企業等が、女性ホルモンと女性特有のからだの仕組みにつ

いて理解を深めていけるよう推進します。 

健康推進課 

職域 

女性の運動習慣を高めるため、生活の中で取り入れられる運動方

法の提供や、スポーツイベントを推進します。 

健康推進課 

スポーツ推進課 
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３ 働く世代 

働く世代は、仕事や家庭の事情で忙しく、健康づくりに取り組みにくい様々な状況

がありますが、生涯を通じて、高齢期まで健康を維持するためには、「働く世代」で

ある青年期・壮年期からの取り組みが重要です。また、高齢者の就業率が上昇してお

り、生活習慣病等の慢性疾患を保有している者が多いことや、転倒などが起こりやす

いことから、個人だけではなく、職場の理解や健康支援が進むよう、職域と共同した

健康づくりの取り組みを進めます 

 

【現状と課題】 

・働き盛りの世代の健康づくりを支援するため、職域との連携強化が必要です。 

・働く世代に肥満や高血圧・糖尿病など生活習慣病保有者が多い状況です。 

 

【目標・指標】 

目標 指標 
現状 目標 

関 連 計 画 
令和 5 年度 令和 12 年度 令和 18 年度 

適 正 体 重 を

維 持 し て い

る者の増加 

BMI25 以上の男性の割合 

（40 歳～74 歳） 

54.2％ 

（令和 3 年度） 
53.0％ 50.0％ － 

BMI25 以上の女性の割合 

（40 歳～74 歳） 

25.7％ 

（令和 3 年度） 
25.0％ 23.0％ － 

健 康 づ く り

に 取 り 組 む

事業所の 

増加 

「健康宣言（協会けんぽ）」

実施事業所数 
155 社 180 社 200 社 － 

蒲郡市の健康経営優良法人

認定数（中小規模法人部門） 
38 社 41 社 45 社 － 

 

【取り組みの方向性と主な推進機関】 

取り組みの方向性 主な推進機関 

事業所や保険者と連携し、職域での健康経営に関する取り組みを

推進します。 

健康推進課 

職域 

働く世代へ、生活習慣病の正しい理解と食事・運動・心の健康等

について普及・啓発します。 

健康推進課 

職域 

働く世代へ、適正体重や体型に対する正しい理解と適切な食行動

について普及・啓発します。 

健康推進課 

職域 
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４ 高齢者 

今後、人口減少、高齢化の進行により、認知症高齢者や重度の介護認定者の増加、

地域コミュニティの希薄化等、高齢者を取り巻く環境が大きく変化していくことが予

測されます。そのような中、高齢者が住み慣れた地域でいきいきと暮らすため、高齢

になっても心身の健康を保つことが必要です。 

 

【現状と課題】 

・高齢化率は、令和６年度に３０％を超え、今後も上昇していくことが見込まれていま

す。また、前期高齢者（６５～７４歳）より後期高齢者（７５歳以上）が多い状況が

続くことも予測されています。 

・１人の高齢者を支える生産年齢人口（１５～６４歳）をみると、令和４年度では生産

年齢人口２人で高齢者１人を支えている状況です。令和４２年では、生産人口年齢１．

３人で高齢者１人を支える見込みとなっています。 

・高齢化に伴い、介護認定率も上昇傾向です。また、要介護・要支援認定率の年齢区分

でみると、８０歳から急増しています。 

・後期高齢者医療費健康診査受診率は、増加傾向ですが県より低いです。また、後期高

齢者については、未受診者のうち、医療受診者（生活習慣病保有者）が約９割です。 

・低栄養（BMI２０以下）は年々増加しており、男性より女性に多いです。 

・認知症者数は増加傾向です。また、要介護・要支援認定者に占める認知症割合は微増

減ですが、認定理由の１位です。 

 

【目標・指標】 

目標 指標 
現状 目標 

関 連 計 画 
令和 5 年度 令和 12 年度 令和 18 年度 

フレイルの 

予防 

平均自立期間 

男性 81.0 年 維持 維持 
蒲郡市第 10

期 高 齢 者 福

祉計画 

第 3 期高齢

者 保 健 事 業

計画（データ

ヘルス計画） 

女性 85.3 年 維持 維持 

社会参加リスクなしの者の

割合 
89.8％ 維持 維持 

シルバー人材センター就業

会員数 
921 人 1,060 人 1,060 人 



68 

 

BMI20 以下の割合 

65～

74 歳 
20.0％ 10％以下 10％以下 

75 歳

以上 
20.9％ 20％以下 20％以下 

生活習慣病の 

重症化予防 

特定健康診査受診率 

（65～74 歳） 
47.8％ 60.0％ 60.0％ 

後期高齢者医療健診受診率

（75 歳以上） 
28.8％ 50.0％ 50.0％ 

歯周病検診受診率（65 歳） 32.0％ 35.0％ 35.0％ 

 

【取り組みの方向性と主な推進機関】 

取り組みの方向性 主な推進機関 

高齢者の閉じこもりやフレイル防止に向けて、高齢者が身近な 

場所で運動や交流活動ができるよう支援します。 

健康推進課 

地域包括支援センター 

蒲郡市社会福祉協議会 

低栄養・フレイル予防のため、高齢者が集まる通いの場等を活用

し、専門職による健康教育を実施します。また、配食業者と連携

して、高齢者の低栄養・フレイル予防を踏まえたメニューを提供

します。 

健康推進課 

長寿課 

生活習慣病の早期発見と重症化予防を目的とした特定健康診査、

健康の保持増進を目的とした後期高齢者医療健康診査の受診率の

上昇とともに、生活改善の必要な方への保健指導を実施します。 

健康推進課 

保険年金課 

蒲郡市医師会 

高齢者が集まる通いの場などで、専門職によるフレイル予防 

（低栄養、口腔、運動等）の健康教育を実施します。 

健康推進課 

蒲郡リハビリテーション連

絡会 

地域包括支援センター 

蒲郡市医師会 

医療機関 

高齢者質問票を活用し、フレイルリスクの高い高齢者を早期に 

発見し、必要なサービス（支援）につなげことができるよう関係

機関と連携した支援及び取り組みを実施します。 

生活習慣病等の重症化予防に向けて、健診（検診）の機会を提供

（健康診査受診率向上）し、結果に応じた個別支援を受けること

ができるよう支援します。 

KDB 等を活用し、健診・医療・介護情報から健康状態を把握でき

ない人（健康状態不明者）への家庭訪問等を実施し、健康及び生

活状態等が心配される方については、必要なサービスにつながる

よう関係機関と連携した支援を実施します。 
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基本方針４ 次世代を見据えた健康づくり（母子保健） 

少子化や核家族化が進み、地域の希薄化、市民の生活様式や価値観が多様化するなど

こどもたちが生まれ育つ環境は変化し、子育ての孤立化や育児不安、こどもたちの健康

問題など様々な課題が上がっています。こうした環境の中で、安心して妊娠、こどもを

産み育てられるように地域、関係機関が連携して切れ目ない子育て支援をしていく必要

があります。 

妊娠前からの健康づくりや妊娠期の健康管理が胎児にも影響するため、現在の生活習

慣や健康が自身の将来だけでなく、次世代の健康につながることが意識できるよう生育

医療等基本方針に基づき、当市においては、「安心・安全な妊娠・出産のための支援」「こ

どもの心身の健やかな発育・発達の推進」「切れ目のない支援で安心して子育てできるま

ちづくり」を柱として母子保健を推進していきます。 

 

 

１ 安全・安心な妊娠・出産のための支援 

 心身ともに健康な妊娠・出産期を迎えるためには、若い頃から性や妊娠に関する正

しい知識を身につけることや、適切な健康管理や行動がとれるようにしていくことが

大切です。またそれらは将来生まれてくるこどもの健康にもつながります。 

  そして妊娠・出産期における母親の心身の健康状態の安定は、母と子の良好な愛着形

成を推進し、こどもの健やかな成長につながるため、妊娠・出産期を安心して過ごせる

取り組みが必要です。 

 

【現状と課題】 

・出産の年齢は上昇傾向にあります。 

・不妊治療を行い妊娠した妊婦の割合は増加傾向にあります。 

 ・約１割の妊婦が困りごとや悩み、不安があり、安心して出産を迎えるための継続的

な支援を必要としています。 

 ・産後うつ傾向がある母親が約５％おり、早期介入や継続支援を必要としています。 

 ・妊娠８か月頃の妊婦健康診査結果では約３割の妊婦に貧血があります。 

 ・低出生体重児の割合は８～９％で横ばい傾向です。 
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【目標・指標】 

目標 指標 
現状 目標 

関 連 計 画 
令和 5 年度 令和 12 年度 令和 18 年度 

若 い 頃 か ら

自 分 の 体 に

関 心 を 持 つ

者の増加 

プレコンセプション⁶を 

行っている小中学校の数 
－ 7 校 全校 － 

妊娠・出産に

つ い て 満 足

し て い る 者

の増加 

産後、退院してからの１か

月程度、助産師や保健師等

からの指導・ケアは十分受

けることができましたか

（妊娠・出産について満足

している者の割合） 

76.7％ 80.0％ 85.0% 
第 5 次蒲郡

市総合計画 

妊 娠 中 の 飲

酒をなくす 

妊娠中の飲酒者の割合 

【再掲】 
0.９％ ０.0％ ０.0％ － 

妊 娠 中 の 喫

煙をなくす 

妊娠中の喫煙者の割合 

【再掲】 
0.9％ ０.0％ 0.0％ － 

低 出 生 体 重

児の減少 
低出生体重児の出生率 9.2％ 9.0％ 8.0％ － 

産 後 う つ 傾

向がある 

母親の減少 

産後 1 か月で EPDS9 点 

以上の産婦の割合 
5.9％ 5.5％ 5.0％ － 

 

【取り組みの方向性と主な推進機関】 

取り組みの方向性 主な推進機関 

若い頃から性や妊娠に関する正しい知識を身につけ、適切な健康管理

や行動がとれるよう、学校や関係機関と連携し体系的なプレコンセプ

ションケアを推進します。 

健康推進課 

学校教育課 

不妊や不育症を含む妊娠・出産に関する不安を解消するための 

情報提供や相談支援、経済支援を推進します。 

健康推進課 

妊娠期から妊婦の抱える不安等に寄り添い、関係機関と連携し、切れ

目のない支援を推進します。 

健康推進課 

こども家庭センター 

医療機関 

妊婦とその家族へ、飲酒・喫煙の影響や、貧血、適正体重の管理等の

必要性について周知・啓発します。 

健康推進課 

こども家庭センター 

出産後早期に赤ちゃん訪問を行い、子育ての様々なニーズに対して、

身近寄り添い必要な支援につなぐ伴走型の相談支援を行います。 

健康推進課 

⁶ プレコンセプションケアは女性やカップルを対象として将来の妊娠のための健康管理を促す取り組みのこと。 
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2 こどもの心身の健やかな発育・発達の推進 

幼少期からの規則正しい生活習慣の確立は、こどもの心とからだの健やかな発育・発

達につながり、将来の生活習慣の基盤となるものです。また、保護者の心身の安定はこ

どもの健やかな成長発達につながります。そのため、幼少期から規則正しい生活習慣を

身につけていく支援とともに、保護者が安心して子育てが行えるような取り組みをすす

めていく必要があります。 

 

【現状と課題】 

・就寝時間が２２時以降のこどもは、１歳８か月、３歳で１５％以上と高い傾向にあ

ります。 

・１歳８か月児健診で就寝時間が２２時以降のこどもは、３歳児健診時でも２２時以

降であるこどもが６割以上となっており、低年齢からの生活リズムが継続される傾

向にあります。 

・就寝時間が２２時以降のこどもはメディアを２時間以上見ている割合が半数以上で

あり、就寝時間とメディアの視聴時間が関連しています。 

・３歳児健診で就寝時間が２２時以降のこどもは、毎日朝食を食べているこどもが少

なく、また肥満傾向のこどもが多い傾向にあります。 

・ゆったりとした気分でこどもと過ごせない人の割合は、こどもの年齢が上がるにつ

れて上昇しています。また、父親が育児参加している割合が低く、相談相手がいな

い人の割合も高い傾向にあります。 

・育てにくさを感じている人は相談相手がいない傾向にあります。 

・こどもの年齢が上がるにつれて、体罰等による子育てをする親の割合は増えていま

す。また、体罰等による子育てをしていると回答がある親は、育てにくさを感じて

いる親が半数と多い状況です。 

 

【目標・指標】 

目標 指標 
現状 目標 

関 連 計 画 
令和５年度 令和 12 年度 令和 18 年度 

規則正しい

生活習慣が

就寝時間が 22時以

降の人の割合【再

1 歳 

8 か月 
15.5％ 13％ 10％ － 
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確立できて

いる児の 

増加 

掲】 

3 歳 21.8％ 20％ 17％ 

安心して子

育てできる

保護者の 

増加 

ゆったりとした気

分でこどもと過ご

せる時間がある人

の割合 

4 か月 88.0％ 89％ 90％ 

第 5 次蒲郡

市総合計画 

1 歳 

8 か月 
79.4％ 82％ 85％ 

3 歳 72.6％ 75％ 78％ 

相談相手のいる保護者の 

割合（4 か月児健診） 
95.2％ 98％ 100％ － 

育てにくさを感じ

た時に対処できる

親の割合 

４か月 84.0％ 87％ 89％ 

－ 
1 歳 

8 か月 
79.1％ 82％ 84％ 

3 歳 86.8％ 89％ 92％ 

 

【取り組みの方向性と主な推進機関】 

取り組みの方向性 主な推進機関 

乳幼児健診において保護者が子育てを安心して行えるよう、こど

もの発育・発達の確認とともに、子育ての正しい知識の普及や、

個々にあった適切な相談支援を実施します。 

健康推進課 

幼児期の保護者の子育ての悩みに寄り添い、安心して就学できる

よう 5 歳児健診の実施を目指します。 

健康推進課 

規則正しい生活習慣を身につけるために、乳幼児健診や教室等

で、就寝時間やメディア、食生活等生活習慣を整えることの大切

さを周知・啓発していきます。 

健康推進課 

子育て支援課 

保護者が気軽に相談できる体制の整備とともに、発達に応じた 

関わりができるような取り組みを推進していきます。 

健康推進課 

こども家庭センター 

子育て支援課 

妊娠期から相談先の周知・啓発を図り、切れ目のない支援を推進し

ていきます。また、子育てに関わる情報提供や相談事業を通じ、子

育ての悩みや相談に応じます。 

健康推進課 

こども家庭センター 

子育て支援課 

夫婦（パートナー）で協力して子育てしていくことの重要性を、

妊娠期から教室や面談等を通して周知・啓発します。また、父親

が協力して子育てしやすいように父親のニーズを把握し、父親支

援を行います。 

健康推進課 

こども家庭センター 
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３ 切れ目のない支援で安心して子育てできるまちづくり 

少子化や核家族化により地域の希薄化が進み、子育て家庭は孤立しやすくなっていま

す。また、働きながら子育てをする女性も増えています。こうした環境の中で、関係機

関が連携した支援体制や地域づくりによる、安心して子育てできるまちづくりが必要で

す。 

 

【現状と課題】 

・４か月児健診より、妊娠中働いていた保護者は約７割おり、そのうち職場から配慮

が得られなかったと回答した保護者が約１０％います。 

・令和４年の市民意識調査では、子育て情報に満足していない市民は、「子育てしに

くいまち」と回答する割合が高くなっており、子育て情報をわかりやすく発信して

いくことが必要です。 

・乳幼児健診より、子育てについて相談できる人がいると回答した保護者の割合は、

県と比較して低い状況です。 

 

【目標・指標】 

目標 指標 
現状 目標 

関 連 計 画 
令和 5 年度 令和 12 年度 令和 18 年度 

この地域で

今後も子育

てしていき

たいと思う

保護者の 

増加 

この地域で今後も

子育てしていきた

いと思う保護者の

割合 

４か月 95.7％ 100％ 100％ 

第 5 次蒲郡

市総合計画 

１歳 

８か月 
98.3％ 100％ 100％ 

３歳 96.4％ 100％ 100％ 

 

【取り組みの方向性と主な推進機関】 

取り組みの方向性 主な推進機関 

子育てに関わるすべての方が安心して子育てができるよう、相談

窓口の普及啓発及び関係機関との連携を強化し、多職種で様々な

相談に応じることで保護者に寄り添った切れ目のない支援を推進

します。 

健康推進課 

こども家庭センター 

子育て支援課 

学校教育課 

福祉総合相談室 
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妊娠期から子育て期、大人になるまでライフステージに応じた切

れ目のない支援を推進します。 

こども家庭センター 

子育てに困難を抱える家庭に対して、きめ細やかな対応を行える

よう関係機関ともに継続した支援を行い、安定した子育てにつな

げます。 

健康推進課 

こども家庭センター 

児童発達支援センター 

子育て支援課 

学校教育課 

福祉課 

障がい者支援センター 

福祉総合相談室 

保健所 

地域のボランティアの育成をすすめ、子育て世代の支援の充実を

図ります。 

健康推進課 

子育て支援課 

蒲郡市社会福祉協議会 

母子保健に関わる関係機関で課題を共有し、子育て支援の向上を

図ります。 

健康推進課 

子育て支援課 

こどもを産み育てやすい環境整備のため、地域や企業でベビー 

ファースト運動を推進します。 

子育て支援課 

職域 

必要な方がサービスにつながれるよう、時期に合わせた周知・啓

発やソーシャルメディア等を活用した受け取りやすい情報発信を

推進します。 

健康推進課 

子育て支援課 

学校教育課 
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第６章 計画の推進にあたって 

 

  「健康づくり推進協議会」において、計画の達成状況の点検・分析・評価を行い計

画の推進を図ります。家庭・学校・地域団体・企業・保険者・医療関係機関・行政な

どが一体となって、市民が健康づくりに取り組めるように、様々な方面から支援いた

します。 

  

   

       


